
原 子 力 安 全 規 制 に お け る 原 子 力 安 全 委 員 会 の 役 割

設置許可等の後の
安全規制（後続規制）
設置許可等の後の

安全規制（後続規制）

規制行政庁
（経済産業省、文部科学省等）

［設置・変更許可段階］
設置許可等のための安全審査

定期的な
報告

監視・監査

答申

諮問

原子力安全委員会

事故・トラブル等の対応

報告

対応方針の指示等

（任命）

基本的考え方の提示、
審査指針類の策定、 報告聴取

総理大臣

（特命担当大臣）

規制行政庁による安全審査結果の妥当性
を審査（２次審査）ダブルチェック

規制行政庁の後続規制を
監視・監査（規制調査の実施）

事故・トラブル等の状況、
対応状況等の報告聴取

基本的考え方の提示、
審査指針類の策定、報告聴取

勧告

［建設段階］ 設計・工事方法の許可、

使用前検査、保安規定の許可 等

［運転段階］ 施設定期検査、

保安規定の遵守状況の検査 等

［廃止措置段階］ 保安規定の遵守状況の検査、
廃止措置計画の許可 等

（資料１）


